
電子契約に関するアンケート（案） 

 

多治見市では、令和6年３月から電子契約を取り入れております。 

現在は、電子入札で執行する指名競争入札のみを対象に、「電子契約」「書面契約」を落

札者様が選択できるようにしていますが、契約のペーパーレス化・効率化を図るため、入

札案件全般に電子契約を広げることができないかと模索しているところです。 

つきましては、皆様のご意見をお聞かせいただくために、アンケート調査を行いますの

で、ご協力ください。 

なお、電子契約はインターネット接続とメールアドレスがあれば契約ができ、落札者様

の金銭的な負担はありません（インターネット接続料・通信料を除く）。また、書面の契約

で必要となる収入印紙も、電子契約では不要となります。 

 

問１ 多治見市が電子契約を取り入れていることをご存じでしたか？ 

１ 知っている 

２ 知らなかった 
 
問２ 電子契約で契約を締結されたことはありますか？ 

１ 多治見市と契約したことがある  ⇒ アンケートはここまでとなります 

２ 多治見市以外の自治体と契約したことがある 

３ 民間企業等との間で契約したことがある 

４ 電子契約したことがない 
 
問３ 多治見市が入札全般で電子契約を選択できるようにした場合、電子契約での契約を

希望されますか？ 

１ 希望する   ⇒ アンケートはここまでとなります 

２ 希望しない 

３ わからない 
 
問４ 問３で「希望しない」「わからない」を選択した理由で最も近いものはどれですか？ 

１ 書面の契約書がないと不安（電子データは信用できない） 

２ 電子契約の契約方法がわからない 

３ 書面での契約に比べて手間がかかりそう 

４ インターネット・電子メールを使っていない 

５ その他（                            ） 
 
問５ 書面での契約の場合、今後は電子データで契約書を提供し、落札者様に印刷してい

ただき、記名・押印してお持ちいただく方法を検討していますが、このような方法

についてどのように考えられますか？（契約書を印刷していただく必要はあります

が、来庁していただく回数を減らすことができます。） 

１ 来庁の回数が減るのであれば、電子データでの提供に賛同する 

２ 来庁の回数は減らなくても、従来通り書面で契約書を提供してもらいたい 

 

ご協力いただき、ありがとうございました。入札書とともにご提出ください 

（入札案件ごとにアンケートのお願いをしていますが、提出は一度で結構です。） 

 

多治見市役所 財政課 契約・収納指導グループ 

0572-22-1434 

⇒ 問３に進んでください 

⇒ 問４に進んでください 


